
松浪地区まちぢから協議会 市民安全部会 

平成 26年度 第 2回議事録 
平成 26年 10月 17日（月）14：00～15：50 

  松浪自治会館 1F大会議室 

1．出席者（敬称略） 

 添付『松浪地区まちぢから協議会 第 2回市民安全部会出席者名簿(変更 0) 』を参照ください。 

北村嘉秀(議事録作成)、  

2. 配布資料 

 (1) 松浪地区まちぢから協議会 第 2回市民安全部会の開催について(通知) 

(2) 市民安全部会で取り上げるべき問題点(案)  

 (3) 資料 1---松浪地区内その近隣の公園、青少年広場、保存樹林等の防犯灯について 

(4) 資料 2---松浪地区内各自治会の防犯灯数について 

(5) 資料 3---危険箇所パトロールの通学路改善事項の対応について  

 

3. 議事   

本日は上記資料№(2)～(4)の『取り上げるべき問題点』とそれ以外に『取り上げるべき問題点の具体

的事例とその出典』と『解決方法等とその出展』も説明をしました。 

(ただし市民安全部会幹事会でその問題の解決方法は議論されていませんが、取り上げるかどうか

を考える場合に必要と考え、解決方法の一例を本会議で説明しました。) 

 

ほぼ、了解が得られましたが、会議で出た修正点、意見等を以下に示します。 

 

3-1問題点『防犯灯の適性配置』について 

浜竹 3丁目、浜竹 4丁目において、公園内の防犯灯の設置叉追加は、明るい過ぎとか、夜遅く

まで遊ぶ人達が集まる等の弊害があるため、周りの住民の反対がある。 

従って、今回の取り上げるべき問題点から取り下げる 

 

3-2問題点『振り込み詐欺対策の推進』について 

  行政用防災無線で振り込み詐欺の発生について放送されているが、わずらわしいと感じている

人もいる。藤沢市では、各個人の家に電話をかけている。茅ヶ崎市でもしているとの話もある。  

     

 3-3. 問題点『自転車盗難対策』及び問題点『自転車事故・歩行者事故(子ども事故・高齢者事故)の 

件数が多い』について 

松浪地区まちぢから協議会が発行する『まつなみだより』に注意喚起の記事を載せ、盗難 

防止、事故減少に係る記事を掲載するのも一案である。 

 

 3-4 問題点『自転車の乗り方のマナーについて』について 

(1) サーファの自転車は無灯火である。 

 (2) マナー順守のための注意看板を設ける。 

 (3) 交通マナーに関しての学校での教育は、①小学校では 6年間に 1回～2回、低学年生に 

実施②中学校では 3年間に 1回で 2年生に実施している。 

   (4) 『keep Left』の標示を子どもたちの自転車につけている。 

   (5) 歩道を走る自転車はスピードを緩めるようにする必要がある。早く走る場合は、車道を走る。 

   (6) 道路上の標示で『自転車止まれ』を小学校の生徒が作っており、それを道路に貼っている。 

   

4. 次回の市民安全部会(本件は議事ではありません) 

  2014-12に予定しています。主議題は、『市民安全部会が取り上げた問題点の解決方法』等に 

ついてです。 

以上 


